
■第３５回委員会の協議案件

技術的工夫等 相手方のメリット

1 ５その他
上部架設
工法の見

直し

第
35
回

四国横断自動車道
鳴門IC～高松
市境

・ため池管理者
・地元

ため池管理者から、池の水を抜かない施工方法
（上部工架設）を求められていたが、約４年間の
協議を重ねて農閑期に水を抜くことの了承を得
て施工可能となり、工程を工夫して上部工架設
を行った。

- -
・ため池管理者
　（水利組合）
・自治会

隣接工区のトンネル
ずり活用

ため池の泥土除去

・ため池管理者からの理解・信頼を得るために4年間の協議を実施
しており、相当の苦労をしたと考えられる
・農閑期で施工を完了させるため、隣接工区で発生するトンネルず
りを活用したことは、建設発生土の有効利用の観点から評価でき
る
・工事用道路と併せて、ため池泥土が撤去されたことは、ため池を
管理・利用する地元にもメリットがあったことから加点要素である

2 ４規制
対面通行
規制への
見直し

第
35
回

第一東海自動車道
富士IC～清水
IC

・高速道路交
通警察隊

警察との協議において、狭小なトンネル区間に
設置可能な仮設鋼製中央分離帯防護柵を採用
することの了承を得て、床版取替工事に伴う通
行止めを回避して、対面通行規制実施し、工事
費を縮減。

- -
・県警本部
・高速道路交通警察
隊

仮設鋼製中央分離
帯にさや管方式を採
用

-

・下協議～本協議完了まで2年を要しており、十分な会社の経営努
力があったと考えられる
・重交通区間での夜間通行止めを回避したことで、お客さまの他、
迂回路である一般道利用者や沿線住民等へ与える影響を小さくし
た点は評価できる
・仮設鋼製中央分離帯にさや管方式の中央分離帯構造を採用する
ことで、幅員および安全性を確保した他、中央分離帯構造の設置
撤去に要する時間短縮を図ったことは加点要素である

3 ４規制
終日通行
止めへの
見直し

第
35
回

四国縦貫自動車道
美馬IC～井川
池田IC

・高速道路交
通警察隊

舗装補修工事において、警察との協議により、
夜間通行止めの計画終日通行止めに変更する
ことの了承を得て、通行止め日数・工事費を縮
減。

- -
・県警本部
・高速道路交通警察
隊

施工目地の解消 -

・規制時間数・規制日数が大幅に削減されている点は、会社の経
営努力として十分評価できる
・終日通行止めにより施工目地を少なくして品質向上を図ったこと
は加点要素である
・45日間の夜間通行止めに従事する社員・受注者の身体的負担・
業務負担の軽減を図ったことは働き方改革の観点からも評価でき
る

技術的工夫等 相手方のメリット

56

トンネル
通行止に
よる複数
工事の同
時作業

第
31
回

都心環状線 北の丸トンネル
・高速道路交
通警察隊

警察協議を行い、これまで工事では行わなかっ
たトンネル通行止を実施。
合計４日間の交通規制を１日の通行止に変更

0.75 - -
・高速道路交通警察
隊

- -
・都心環状線において、初めて工事による通行止めを実施したこと
は、協議等において相当の経営努力があったと考える。

58

片側交互
通行規制
から夜間
通行止め
への集約

第
33
回

山陽自動車道
宇部下関線

宇部JCT～
下関JCT

・高速道路交
通警察隊

警察協議を行い、昼間片側交互交通規制から
夜間通行止めに変更したことで、交通規制を集
約した

0.75 - -
・高速道路交通警察
隊

- - ・規制時間を大幅に削減できており、大変素晴らしい事例だと考え
る。

59
休日を含
めた昼夜
連続規制

第
33
回

長崎自動車道

高知自動車道

大村IC～諫早IC

川之江東JCT～
新宮IC

・高速道路交
通警察隊

これまで平日に限定されていた昼夜連続車線規
制について警察協議を行い、土日を含めた昼夜
連続車線規制に変更した

0.5 - -
・高速道路交通警察
隊

- -
・両方の審議案件において、大変成果が上がっていることから、十
分な経営努力があったと考える。

74
橋脚施工
方法の見

直し

第
20
回

東九州自動車道
苅田北九州空
港IC～行橋IC

・地元
・ため池管理者と協議し、橋脚の施工方法を仮
橋による特殊部掘削から盛土による普通部掘
削に変更した。

0.75 － －
・ため池管理者との
協議

耕作期の必要書水
量を現地調査により
確認

・ため池管理者から見るとメリットのない協議であり、苦労されたと
思う。
・水に関する協議は一般的に難しいと思う。
・休耕田が多くなっている状況で、かつての水量を確保する必要性
を考えると、当然の協議ではないか。

76
上部工架
設工法の

変更

第
21
回

四国横断自動車道
徳島IC～鳴門
IC

・道路管理者
（国）

・国道の中分に収まるベントを発想。上部工架
設工法を送出し架設からトラッククレーンベント
架設に変更するため、道路管理者と協議を実施

0.25 － －
×道路管理者との協
議

・小型ベントの採用
・通行止め時間の短
縮

・道路管理者との協議であり、当然の協議ではないか。
・通行止め時間を短縮し、更にコスト縮減したことは良いと思う。

84
橋梁施工
方法の変

更

第
28
回

東九州自動車道
椎田南IC～宇
佐IC

・地元

・ため池部の橋梁施工について、地元要望を踏
まえ仮橋による施工を計画していたが、地元協
議を行った上で、盛土による橋梁施工に変更し
た。

0.5 － － ・地元
・ため池内の施工であり、関係者とも相当な協議があったと考えら
れることから、会社の経営努力として認定して良いと考える。

５その他

４規制
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